
関西大学図書館図書管理規程  

平成１４年度に改正のあった諸規程

８９

　　規程・内規・要領の改正

平成１４年度に改正のあった諸規程

改　　正現　　行
第１条～第２４条　　　　　＜省　略＞

　附　則
この規程（改正）は、平成１４年４月１日から施行する。

別表第２（第１４条、第１６条関係）帳簿組織分類表

第１条～第２４条　　　　　＜省　略＞

別表第２（第１４条、第１６条関係）帳簿組織分類表

期　間登録番号台　帳　名

図書原簿

資産図書台帳

資　
　
　
　

産　
　
　
　

図　
　
　
　

書

　　　～１９７３．３１～４０２４０７　人文・社会系

１９５８．４～１９７３．３１～　４３７２４　工学系

資産図書

１９７３．４～１～台帳　Ａ系

１９７８．４～１９９４．３１～１１１４２６　　　Ｃ系

１９９４．４～１～マイクロフイルム
台帳（１６㎜）６３系

１９７６．４～１～マイクロフイルム
台帳（３５㎜）６１系

１９７６．４～１～マイクロフィッシ
ュ台帳　６２系
近世文書目録（リ
スト）管理補助簿

カード書架目録
電子目録

事務用図書目
録

１９７３．４～１～準資産図書台帳　
Ｂ系

準資産図書台
帳

準　

資　

産　

図　

書

オーディオテープ
台帳　６４系
ビデオテープ台帳
６５系
カード書架目録
電子目録

事務用図書目
録

逐次刊行物仮受フ
ァイル

近世文書目録（リ
スト）

管 理 補 助 簿

消
耗
品
図
書

期　間登録番号台　帳　名

図書原簿

資産図書台帳

資　
　
　
　

産　
　
　
　

図　
　
　
　

書

　　　～１９７３．３１～４０２４０７　人文・社会系

１９５８．４～１９７３．３１～　４３７２４　工学系

資産図書

１９７３．４～２００２．３１～８５８５１２台帳　Ａ系

１９７８．４～１９９４．３１～１１１４２６　　　Ｃ系

２００２．４～２１０００００１～図書１（和洋）

２００２．４～２２０００００１～図書２（洋書）

２００２．４～２３０００００１～図書３（和書）

２００２．４～４１０００００１～雑誌（和洋）

１９７６．４～６１０００００１～マイクロフイルム
台帳（３５㎜）６１系

１９７６．４～６２０００００１～マイクロフィッシ
ュ台帳　６２系

１９９４．４～６３０００００１～マイクロフイルム
台帳（１６㎜）６３系
近世文書目録（リ
スト）管理補助簿

カード書架目録
電子目録

事務用図書目
録

１９７３．４～２００２．３１～３４３３５１準資産図書台帳　
Ｂ系

準資産図書台
帳

準　

資　

産　

図　

書

２００２．４～３１０００００１～消耗図書１（和洋）

２００２．４～３２０００００１～消耗図書２（洋書）

２００２．４～３３０００００１～消耗図書３（和書）

１９９３．４～１００００００１～学習用図書（和書）

１９９３．４～１１０００００１～学習用図書（洋書）

１９８５．１～６４０００００１～オーディオテープ
台帳　６４系

１９８５．１～６５０００００１～ビデオテープ台帳
６５系
カード書架目録
電子目録

事務用図書目
録

逐次刊行物仮受フ
ァイル

近世文書目録（リ
スト）

管 理 補 助 簿

消
耗
品
図
書



関西大学図書館利用規程

　お知らせ

　平成１５年４月１日から、次の規程を一部改正・施

行しています。

１　関西大学図書館自己点検・評価委員会規程

��������������制定　平成６年１月２８日

　（趣　旨）

第１条　この規程は、関西大学図書館規程第６条第

２項の規定に基づき、関西大学図書館自己点

検・評価委員会（以下「委員会」という。）に

ついて必要な事項を定めるものとする。

　（任　務）

第２条　委員会は、図書館における教育研究の支援

活動及び管理運営の自己点検・評価の取り組み

を行うため、次の事項を行う。

　�　自己点検・評価の方針の策定並びに点検項目

の設定及び変更

　�　データの収集、分析及び検討

　�　報告書の作成

　�　その他自己点検・評価及び第三者評価に関す

る事項

　（各機関の協力）

第３条　委員会は、前条第２号に規定するデータ収

集のため、それに係わる各機関に対して協力を求

めることができる。

　（報　告）

第４条　委員会は、自己点検・評価の結果を図書委

員会に報告するとともに、関西大学自己点検・評

価委員会の求めに応じて報告を行う。

　（構　成）

第５条　委員会は、次の者をもって構成する。

　�　図書館長

　�　図書館次長

　�　図書委員のうちから図書館長が指名する者若

干名

　�　図書館事務組織における各課から各１名

図書館フォーラム第８号（２００３）

９０

改　　正現　　行
第１条～第１４条　＜省　略＞

　（貸出冊数及び期限）
第１５条　貸出図書の冊数及び期限は、次のとおりとする。た
だし、図書館長は、必要に応じて制限をし、又は一時返還
を求めることができる。

　�　大学の専任教育職員　６０冊以内、６カ月以内
　�　大学の非常勤講師、大学院学生、前号以外の専任職員
及び優待利用券を交付した者　２０冊以内、３カ月以内

　�　学部学生及び校友利用券を交付した者
�������������������５冊以内、２週間以内
　�　特別利用券を交付した者については別に定める。
２　貸出期限が休業期間内に及ぶときは、第４条第１項第１
号及び第２号に規定する者は、休業期間の終了日までの貸
出を認める。

３　研究又は教育上の理由により、図書館長が必要と認めた
場合は、第１項に規定する冊数及び期限を超える貸出を認
める。

第１６条～第４１条　＜省　略＞

第４２条　図書を紛失、破損又は汚損した者は、弁償しなけれ
ばならない。弁償の方法は、相当の金額をもって行うもの
とする。ただし、同一の図書による弁償も認めることがで
きる。

　　附　則
　この規程（改正）は、平成１４年１２月３日から施行する。

第１条～第１４条　＜省　略＞

　（貸出冊数及び期限）
第１５条　貸出図書の冊数及び期限は、次のとおりとする。た
だし、図書館長は、必要に応じて制限をし、又は一時返還
を求めることができる。
　�　大学の専任教育職員　６０冊以内、６カ月以内
�　大学の非常勤講師、大学院学生及び前号以外の専任職
員　２０冊以内、３カ月以内

　�　学部学生及び校友利用券又は優待利用券を交付した者
　　５冊以内、２週間以内
　�　特別利用券を交付した者については別に定める。
２　貸出期限が休業期間内に及ぶときは、校友利用券、優待
利用券又は特別利用券を交付した者を除き、休業期間の終
了日までの貸出を認める。
３　研究又は教育上の理由により、図書館長が必要と認めた
場合は、第１項に規定する冊数及び期限を超える貸出を認
める。
４　個人研究費に係わる図書資料又は大学の教育職員を指名
して大学に寄贈された図書資料については、第１項第１号
の規定にかかわらず貸出することができる。

第１６条～第４１条　＜省　略＞

　（弁　償）
第４２条　図書を紛失、破損又は汚損した者は、同一の図書を
もって弁償しなければならない。この場合において、図書
館長が、やむを得ない事情があると認めた場合は、相当の
金額をもって代えることができる。



　（委員長等）

第６条　委員会に委員長を置き、図書館長をもって

充てる。

２　委員長に事故あるときは、図書館次長がその職

務を代行する。

　（委員の任期）

第７条　第５条第３号及び第４号に規定する委員の

任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　前項の委員に欠員が生じたときは、補充しなけ

ればならない。この場合において、後任者の任期

は前任者の残任期間とする。

　（運　営）

第８条　委員会は、委員長が招集し、その議長とな

る。

２　委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって

成立し、議事は出席委員の過半数の同意をもって

決する。

３　委員会は、必要に応じて、委員以外の者に出席

を求め、その意見を聴くことができる。

　（事　務）

第９条　委員会の事務は、運営課が行う。

　　附　則

　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

　　附　則

　この規程（改正）は、平成８年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、平成１２年４月１日から施行

する。

　　附　則

　この規程（改正）は、平成１３年１０月１日から施行

する。

　　附　則

１　この規程（改正）は、平成１５年４月１日から施

行する。

２　この規程（改正）施行後最初に第５条第３号及

び第４号の規定により選出された委員の任期は、

第７条第１項本文の規定にかかわらず平成１６年３

月３１日までとする。

２　関西大学図書館図書管理規程及び関西大学図書

館利用規程

平成１４年度に改正のあった諸規程

９１

当　該　規　程改　　正現　　行
関西大学図書館図書管理規程：
　第２０条（除籍）
関西大学図書館利用規程：
　第１６条２（貸出制限）・第２１条（返還
義務）

　第２３条（複写の制限）

各号のいずれ
かに各号の一に


